
令和５年10月１日から令和６年３月31日までの随意契約
【教育委員会事務局】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

学校教育推進課
令和５年度八尾市英検IBA
テストの実施に関する業務
委託契約

令和５年12月１日
公益財団法人日本英
語検定協会

東京都新宿区横寺町
55

単価契約
　（年間見込額）

995,500円

英検の過去問題を利用したテストであり、該当団体以外に
実施団体がないため（地方自治法施行令第167条の２第１
項第２号該当）

学務給食課
就学援助システムにおける
「標準仕様との比較分析」
に関する調査・分析等業務

令和５年10月１日
株式会社内田洋行　大
阪支店

大阪市中央区和泉町
２丁目２番２号

2,552,000

現在使用中の就学援助システムについては株式会社内田
洋行より納入したものである。運用保守業務についても、
システムパッケージ製品の開発元である株式会社佐賀電
算センターとの協業の元実施されており、本業務について
は、同社と契約しなければ、その目的が達成できないもの
であるため。
（地方自治法施行令167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
学校保健特別対策事業に
おける物品調達（空気清浄
機）

令和６年２月13日
株式会社日興商会　八
尾支店

八尾市春日町２丁目５
番22号

3,556,300

感染症流行下における学校教育活動支援のため国の令
和４年度補正予算（追加募集分）を活用して補助事業を実
施するに当たり、事業計画申請から完了期限までの実施
期間が非常に短い中で緊急的に多数の物品の整備・調達
を行う必要があった。同時期に行った類似契約に係る入札
の落札業者等と協議のうえ、対応可能との結果を得た事
業者によって早急に事業を実施する必要が生じたため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該当）

令和５年度　随意契約の公表（教育委員会事務局）
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。　



担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

学務給食課
学校保健特別対策事業に
おける物品調達（スポット
クーラー）

令和６年２月13日 モモタ電気株式会社
八尾市春日町１丁目９
番１号

7,885,350

感染症流行下における学校教育活動支援のため国の令
和４年度補正予算（追加募集分）を活用して補助事業を実
施するに当たり、事業計画申請から完了期限までの実施
期間が非常に短い中で緊急的に多数の物品の整備・調達
を行う必要があった。同時期に行った類似契約に係る入札
の落札業者等と協議のうえ、対応可能との結果を得た事
業者によって早急に事業を実施する必要が生じたため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該当）

学務給食課
学校保健特別対策事業に
おける物品調達（サーキュ
レーター）

令和６年２月15日 エムシーエス株式会社
八尾市神武町102番地
の３

4,024,196

感染症流行下における学校教育活動支援のため国の令
和４年度補正予算（追加募集分）を活用して補助事業を実
施するに当たり、事業計画申請から完了期限までの実施
期間が非常に短い中で緊急的に多数の物品の整備・調達
を行う必要があった。同時期に行った類似契約に係る入札
の落札業者等と協議のうえ、対応可能との結果を得た事
業者によって早急に事業を実施する必要が生じたため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該当）

学務給食課
学校保健特別対策事業に
おける物品調達（CO2濃度
計）

令和６年２月21日
勝島商店
勝島　伸浩

八尾市恩地中町２丁目
３番地

1,660,461

感染症流行下における学校教育活動支援のため国の令
和４年度補正予算（追加募集分）を活用して補助事業を実
施するに当たり、事業計画申請から完了期限までの実施
期間が非常に短い中で緊急的に多数の物品の整備・調達
を行う必要があった。同時期に行った類似契約に係る入札
の落札業者等と協議のうえ、対応可能との結果を得た事
業者によって早急に事業を実施する必要が生じたため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該当）



担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

学務給食課
東山本小学校給食調理場
空調機取替補修

令和６年１月31日 川本電気株式会社
八尾市北本町２丁目12
番36号

1,097,800

給食調理場内の操業環境を整え、適切な給食調理業務を
引き続き確保するため、緊急的に補修を行う必要が生じた
ため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該当）

学務給食課
刑部小学校調理室給湯器
補修

令和６年３月21日 エッカ商事株式会社 八尾市南木の本４-94 1,298,000

調理業務等作業基準では食器等を洗浄の際、40度程度の
温水で洗浄を行うこととしており、適切な給食調理業務を
引き続き確保するため、緊急的に補修を行う必要が生じた
ため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該当）

教育センター
令和５年度校務支援システ
ムライセンス売買契約

令和６年２月27日
シャープマーケティング
ジャパン株式会社

大阪府八尾市北亀井
町三丁目１番72号

8,712,000

平成25年12月19日付にて「八尾市立学校ＩＣＴ環境整備に
係る校務支援システムライセンス売買に関する覚書」を締
結しているが、覚書に基づく売買契約の完了後も引き続き
校務支援システムを運用するにあたり、校務支援システム
のライセンスが必要であるため。（地方自治法施行令167条
の２第１項第２号該当）

生涯学習課
八尾市生涯学習センター
火災受信機・非常放送設

備改修
令和６年１月15日

日東カストディアル・
サービス株式会社　大

阪営業部

大阪市中央区日本橋２
丁目９番16号　日本橋
センタービル２Ｆ

10,978,000

生涯学習センターに設置している火災受信機・非常放送設
備に関して、今後の利用者の安全性や稼働の安定性の確
保を図るために、主要機器の一部を取り換えるものであ
り、当該機器の内部構造を熟知していることが不可欠であ
ることから、最も効果的かつ効率的に履行できると判断し
たため。
（地方自治施行令167条の２第１項第２号に該当）



担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

生涯学習課
八尾市生涯学習センター
非常用発電機改修

令和６年１月15日
日東カストディアル・
サービス株式会社　大

阪営業部

大阪市中央区日本橋２
丁目９番16号　日本橋
センタービル２Ｆ

6,711,650

生涯学習センターに設置している非常用発電機に関して、
今後の利用者の安全性や稼働の安定性の確保を図るた
めに、主要機器の一部を取り換えるものであり、当該機器
の内部構造を熟知していることが不可欠であることから、
最も効果的かつ効率的に履行できると判断したため。
（地方自治施行令167条の２第１項第２号に該当）


